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第１ 前回集会後の主な管財業務の状況 

以下では，第 6 回債権者集会（令和 4 年 12 月 14 日）以降の主な管財業務の状

況を報告する。 
各破産者の破産手続の進行状況及び進行予定は別紙 1「破産者の概要」の「手続

の進行状況・進行予定」欄記載のとおりである。 
破産者 31 者のうち，第 6 回債権者集会までに破産手続が終結した破産者は 26

者であり，本日現在破産手続が係属している破産者は 5 者となっている。 
 

１ 中間配当を実施した破産者（3 者） 
（１）ケフィア事業振興会 

第 5 回集会報告のとおり，令和 3 年 5 月 27 日に，破産裁判所の許可を得て，配

当率を 1％とする中間配当を実施した。中間配当の対象となる一般破産債権者は，

29,213 名，債権総額は 103,338,592,928 円，配当金額は 1,033,371,967 円であ

る。 

中間配当の実施は，債権者名義の預貯金口座への振込送金によって行うことと
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なっており，当職は，振込先口座が確定した債権者から順次配当金の送金を実施

した。令和 5 年 4 月末日時点において，配当金の送金を実施できた債権者は

27,363 名であり，金額合計 1,015,539,193 円の配当を完了している。このうち，

第 6 回集会の報告以後，書類等が整って配当ができた債権者は 57 名，配当額は

合計 1,568,528 円である。 
なお，前回集会において報告した特別調査期日（2 回目）の対象となった債権

者 2 名については，最後配当が実施される際に中間配当の配当金も合わせて送金

する予定である。 
（２）ケベッククラブ 

第 5 回集会報告のとおり，ケベッククラブについては，破産裁判所の許可を得

て，配当率を約 37.68％とする中間配当を実施した。中間配当の対象となる一般

破産債権者は 14 名，債権総額は 140,673,751 円，配当金額は 52,999,990 円で

あり，既に配当を完了している。 
（３）九州クラブ 

第 5 回集会報告のとおり，九州クラブについては，破産裁判所の許可を得て，

配当率を約 25.36％とする中間配当を実施した。中間配当の対象となる一般破産

債権者は 56 名，債権総額は 168,750,000 円，配当金額は 42,799,953 円であり，

既に配当を完了している。 
 

２ 配当可能性はないが破産手続が係属している破産者（2 者） 
ケーツーシステム及びかぶちゃんファイナンシャルサービスについては，配当の

可能性はないものの破産手続が係属しており，以下のとおり破産手続を続行する。

なお，以下の破産者 2 者に関する財産目録，収支計算書，破産貸借対照表は，別紙

2 のとおりである。 
（１）ケーツーシステム 

ケーツーシステムについては配当見込みがないものの，ケフィア事業振興会等

が管財業務を継続する上で必要な継続的契約の主体となっているところ，契約者

名義の変更ができないことから，破産手続を続行する予定である。 
（２）かぶちゃんファイナンシャルサービス 

かぶちゃんファイナンシャルサービスは後記４の訴訟の原告として債務名義

を取得しており，これに基づく債権回収を進めているところであることから，破

産手続を続行する予定である。 
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３ 国税不服審判手続への対応及び処分の取消しを求める訴えの提起 
（１）国税不服審判所長に対する審査請求及び裁決までの経過 

当職は，これまで報告したとおり，（当職からの更正の請求に対する）神田税

務署による更正をすべき理由がない旨の通知処分について，国税不服審判所長に

対し，同通知処分の取り消しを求める審査請求を 2 度行ったが，いずれについて

も棄却する旨の裁決がなされている。 
（２）処分取消訴訟の提起及び訴訟の経過 

ア 取消訴訟の提起 

当職は，前（１）項記載のとおり審査請求が棄却されたのを受けて，令和 3
年 4 月 14 日，東京地方裁判所に対し，平成 26 年 7 月期ないし平成 30 年 7 月

期の各通知処分の取消を求める訴訟を提起した（事件番号令和 3 年（行ウ）第

156 号・以下「取消訴訟」という）。 
原告の請求が認容された場合に見込まれる国税還付金の内訳及び金額は，以

下のとおりである。 
消費税等合計額  1,539,484,045 円 
法人税等合計額   142,274,322 円 
附帯税等合計額     532,400 円 
総合計      1,682,290,767 円 

     また，国税の還付を受けた場合には，地方税の還付も行われる見込みである

ところ，その金額は，東京都，長野県，飯田市等の各地方自治体を合わせて

222,271,700 円である。 
イ 訴訟の経過 

取消訴訟においては，全 10 回の期日が開かれ，令和 4 年 12 月 1 日の第 10
回期日をもって審理が終結した。 

そして，判決期日であった令和 5 年 2 月 21 日，通知処分の取り消しを求め

た当職の請求の全部を棄却する判決（以下「原判決」という）がなされた。 
ウ 判決について 

原判決は，ケフィア事業振興会の行っていたオーナー取引 A コースにかか

る取引（以下「本件取引」という）を非課税取引である金銭消費貸借契約と正

しく認定したものの，更正の請求の対象となる本件取引等の額について立証が

あるとは言えず更正すべき金額が不明である，と判断している。 
その理由としては，ケフィア事業振興会のデータベース（以下「本件 DB」

という）の正確性が検証されておらず，本件 DB からオーナー取引 B コースに

かかる取引（課税取引）の金額を正確に算出することはできないこと，本件取

引の総額を含む更正の請求にかかる事実関係を立証すべきであるがなされて

いないことなどが挙げられている。 
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しかしながら，当職が実施した本件 DB のサンプル調査では正確性に疑義を

生じさせる事例は見当たらず，被告からも具体的な事例を挙げた指摘はなされ

なかった。 
また，本件 DB は破産者の基幹システムであり，これに依拠して通販取引や

オーナー取引等の全ての顧客との取引が行われてきており，その間にシステム

の正確性に関するトラブルは特になかったこと，本件破産手続における債権調

査は本件 DB を基にして実施しており，結果として会員債権者の債権額が本件

DB のとおりに確定したこと等に照らせば，本件 DB は高度の正確性を備えて

いると考えられる。 
それゆえ，本件 DB によって，（課税取引である）B コースにかかる取引額

は特定されており，その余のオーナー取引は全て（非課税取引である）本件取

引であるから，更正の請求の対象となる本件取引の額等は立証されているので

あり，原判決には重大な事実誤認があると思料する。 
エ 控訴の提起について 

当職としては，この訴訟の結果が破産債権者への配当額に多大な影響を与え

ること，本件破産手続では既に中間配当を実施していること，請求が認容され

た場合に得られる利益と比較すれば，控訴提起に要する費用や破産手続を継続

するための費用は限定的であること等に鑑み，原判決の取消等を求めて東京高

等裁判所に控訴を提起することとした。 

そこで，御庁許可を得て，控訴期限内である令和 5 年 3 月 6 日に東京高等

裁判所に控訴を提起し，同年 4 月 24 日に控訴理由書及び証拠書類を提出した。 
控訴審における第１回期日は，令和 5 年 6 月 15 日に指定されている。当職

は，控訴審において，①注文はがきと本件 DB との整合性に関する調査の結果

及び②本件 DB のデータの分析結果等に関する証拠を追加で提出して，本件

DB の正確性を立証する予定である。また，③本件 DB と会計システムとの対

応関係，さらには，④本件 DB を直接の基礎としても（更正の請求の対象とな

る）本件取引の額等は立証されていること，といった点についても主張・立証

に努めたいと考えている。 
 

４ 元法務部長らに対する訴訟の経過 
（１）訴訟提起 

これまで報告したとおり，当職は，ケフィア事業振興会の元法務部長に対して，

支払済み報酬の一部（5000 万円）の支払及び元法務部長が主張する給与名下の

債権の不存在等の確認を求めて訴訟を提起した。この訴訟では，ケフィア事業振

興会とかぶちゃんファイナンシャルサービスが，元法務部長が代表取締役を務め
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るリーガル・ラボラトリー株式会社（以下「LL 社」という）に対して支払った業

務委託料の返還等も求めた。 
（２）訴訟の経過 

この訴訟では，令和 4 年 2 月 28 日に，当職の請求を全面的に認容する判決が

なされた。当該判決の主文は以下のとおりである。なお，④の債権とは，元法務

部長が主張していたケフィア事業振興会に対する未払給料の支払請求権（債権額

689 万 1398 円）である。 
① 元法務部長は，原告ケフィア事業振興会管財人に対し，5000 万円及びこれ

に対する令和 2 年 9 月 20 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支

払え。 
② 被告らは，原告ケフィア事業振興会管財人に対し，連帯して，345 万 6000

円及びこれに対する令和 2 年 9 月 20 日から支払済みまで年 5 分の割合によ

る金員を支払え。 
③ 被告らは，原告かぶちゃんファイナンシャルサービス管財人に対し，連帯し

て，129 万 6000 円及びこれに対する令和 2 年 9 月 20 日から支払済みまで

年 5 分の割合による金員を支払え。 
④ 元法務部長が，原告ケフィア事業振興会管財人に対して，別紙債権目録記載

の債権を有しないことを確認する。 
⑤ この判決は，第 1 項から第 3 項までに限り，仮に執行することができる。 
⑥ 訴訟費用は被告らの負担とする。 

（３）回収に向けた活動 
その後，上記判決は確定し，令和 4 年 4 月 1 日，当職は，元法務部長と LL 社

について，それぞれの名義の預貯金を対象として，民事執行法 207 条に基づき，

第三者からの情報取得手続申立を行った（管轄裁判所は，LL 社が東京地方裁判

所，元法務部長が横浜地方裁判所相模原支部）。 
その結果，金融機関からの情報取得手続によって，元法務部長名義の預金の存

在が明らかとなったため，当職は，ケフィア事業振興会の破産管財人として，元

法務部長名義の預金について債権差押命令を得て，令和 4 年 8 月 4 日，25 万

9835 円を取り立てた。 
当職は，元法務部長については，さらなる回収可能性の有無を調査する必要性

が存するものと考え，令和 4 年 10 月 3 日，横浜地方裁判所相模原支部において，

民事執行法 197 条に基づき，財産開示手続の申立てを行った。同月 14 日，同裁

判所において財産開示手続実施決定がなされ，令和 5 年 1 月 17 日に財産開示手

続期日が開かれたが，元法務部長は同期日に出頭しなかった。 
今後の元法務部長と LL 社に対する債権の回収については，強制執行可能な LL

社及び元法務部長の資産の発見に努めるだけではなく，債権譲渡も視野に入れつ
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つ検討中である。 
 
５ 元役職員らの刑事事件 

既に報告したとおり，ケフィア事業振興会の代表者であった鏑木秀彌，元従業員

7 名及び顧問 1 名の 9 名は，令和 2 年 3 月 9 日，法定の除外事由がないのに，共謀

の上，不特定かつ多数の相手方に対して元本額及び所定の利息又は加算額を支払う

ことを約して金銭の支払いを受けたという「出資の受入れ，預り金及び金利等の取

締りに関する法律」違反の公訴事実にて東京地方裁判所に起訴された。 
また，同月 30 日及び同年 5 月 29 日には，前記 9 名のうち鏑木秀彌を含む 5 名

が，共謀の上，新規顧客に対する元本や利息等を約定通り支払える見込みがなかっ

たにもかかわらず，これを秘して平成 30 年 5 月以降にパンフレットを送付して顧

客に金銭を振り込ませたという詐欺罪の公訴事実にて追起訴された。 
現在までに 9 名全員について有罪判決がなされ，うち 8 名について有罪判決が

確定している。鏑木秀彌に対する判決では，元従業員と共謀の上，法定の除外事由

がないのに不特定かつ多数の相手方から金銭を受け入れ，もって業として預り金を

したために出資法違反が成立することや，平成 30 年に行われた一部顧客に対する

勧誘について，ケフィアグループの資金繰りがすでに破綻状態に陥っており，新規

顧客に対して約定通り支払われる見込みがなかったのに，これらの事情を秘して，

オーナー制度等による取引のパンフレットを送付して金銭を振り込ませたことに

ついて詐欺罪が成立することが認定されている。 
 
６ 役員の財産に対する保全処分又は役員の責任に基づく損害賠償債権の査定の裁

判を必要とする事情の有無 
破産法第 177 条第 1 項の規定による保全処分又は第 178 条第 1 項に規定する役

員責任査定決定を必要とする事情の有無については，なお調査中である。 
 
第２ 今後の主な管財業務 
１ 処分取消しを求める訴訟手続への対応 

前記第１の３のとおり，処分取消を求める訴訟手続において控訴を提起した。

控訴審において当職の請求が認容されるよう主張立証に努める所存である。 
 

２ 元法務部長らに対する訴訟手続への対応 
前記第１の４のとおり，元法務部長及びＬＬ社に対する債権を可能な限り回収す

べく，最終的には債権譲渡も視野に入れつつ，引き続き対応に努めたい。 
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３ 最後配当の実施 
ケフィア事業振興会，ケベッククラブ及び九州クラブについては，前記第１の

１記載のとおり中間配当を完了した。上記１の訴訟により財団が形成できた場合

には，最後配当を実施することとしたい。 
 

４ 配当可能性のない破産者の処理 
ケーツーシステム及びかぶちゃんファイナンシャルサービスについては，前記

第１の２記載のとおり，今後，存続が不要となった時点で，順次，異時廃止とし

て破産手続を終了させる予定である。 
 

以上 
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